
○承認工事に関する取扱要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、大府市水道事業給水条例施行規程（令和４年大府市上下水道事業規

程第２号。以下「規程」という。）第４条第３項の規定に基づき、承認工事の施行につ

いて必要な事項を定めるものとする。 
（適用範囲） 

第２条 承認工事の範囲は、次のとおりとする。 
⑴ 公道（法定外公共物を含む。）に配水管を布設又は移設するもの 
⑵ 開発区域内の道路に配水管を布設又は移設するもの 

２ 前項第２号に規定する開発区域内の道路は､次のとおりとする。 
⑴ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項本文の規定により許可を

受けた開発行為及び同条同項ただし書に規定する開発行為を行う区域内に布設する

道路 
⑵ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２条第１項に規定する土地区画整

理事業で、当該事業を施行する区域内に布設する道路 
（施工業者） 

第３条 規程第４条第１項に規定する指定給水装置工事事業者は、大府市指定給水装置工

事事業者のうち水道工事について大府市入札参加業者として登録されているもの（以下

「施工業者」という。）とする。 
（工事の申込み及び施行決定） 

第４条 承認工事を施行しようとする者は、施工業者に直接工事を依頼し、承認工事申込

書（第１号様式。以下｢申込書｣という。）に別表第１に定める図書を添付して、水道事

業の管理者の権限を行う市長（以下単に「市長」という。）に申し込まなければならな

い。 
２ 市長は、前項の申込書について審査を行い、適当と認めたときは工事担当者を指定し、

承認工事施行通知書（第２号様式）及び工事担当者指定通知書（第３号様式）を申込者

に送付するものとする。 
３ 前２項の規定は、申込者が承認を受けた事項を変更しようとする場合について準用す

る。 
（工事担当者） 

第５条 前条第２項に規定する工事担当者の職務は、次のとおりとする。 
⑴ 申込書の適正な履行のための施工業者（現場代理人）に対する必要な指示、承諾、

確認又は協議に関すること。 
⑵ 申込書に基づく承認工事施行のための、施工業者が作成した図書の承認に関するこ

と。 
⑶ 申込書に基づく立会、工事等の施行状況の検査及び使用材料の試験又は検査に関す

ること。 
⑷ 工事等の内容変更、一時中止又は打切りに関すること。 



⑸ 完了検査に必要な資料等の確認に関すること。 
（現場代理人及び主任技術者等） 

第６条 施工業者は、大府市工事施行事務取扱要綱第２０条第１項に基づき、現場代理人、

主任技術者及び給水装置工事主任技術者を設置し、その氏名その他必要な事項を施工計

画書に明記しなければならない。 
２ 前項に規定する現場代理人、主任技術者及び給水装置工事主任技術者は、当該施工業

者の従業員の中から選任しなければならない。 
（下請負の届出） 

第７条 施工業者は、承認工事を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、施

工計画書にその旨を明記しなければならない。 
（完了検査） 

第８条 申込者は、承認工事の完了後速やかに、完了検査申請書（第４号様式）及び寄附

申出書（第５号様式）に別表第２に定める図書を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 
２ 市長は、前項の申請書及び寄附申出書の提出があったときは、１４日以内に完了検査

を行うものとする。 
３ 市長は、完了検査の結果、不備がないと認めたときは、申込者に検査済証（第６号様

式）及び寄附受理通知書(第７号様式)を送付するものとする。 
（給水） 

第９条 申込者は、当該工事で布設又は移設した配水管を使用し給水を受けようとすると

きは、規程第２条の給水装置工事申込書に検査済証の写しを添付して、市長に提出しな

ければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。 
（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

この要綱は、平成１５年６月３０日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
 


